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発行責任：日本共産党甲良町議員


連絡：甲良町在士463（西澤）


Tel：38-4949　 Fax：38-2242





ご意見・ご要望をどうぞ。　　☆くらし・税金・教育などの相談は　西澤伸明38‐4949　丸山光雄38‐3123　松元たけし38‐3875


◎日本共産党の見解を紹介します。メール　shigakoura.jcp@ares.eonet.ne.jp　ホームページもごらんください【「西澤伸明」で検索】





一般質問は８議員


去る24日、議会運営委員会が開かれ、12月定例会（５日開会）に提出される議案等が発表されました。その内、横領事件発覚以来、議員有志が求めてきた「第三者調査委員会」設置のための条例がようやく提案されます。概要は別記載の通り。


一般質問は８議員（５日・月曜＝野瀬、田中、山田充、岡田、西川の各議員の順。６日・火曜＝宮嵜、山田裕康、西澤の各議員の順）。





西澤議員の一般質問要旨を紹介します。


◇　　◇　　◇


どの問題、どの課題も、町政運営における北川町長の基本姿勢・政治方針が鋭く問われています。


Ⅰ、税金横領事件


１、この問題での町長の政治・基本姿勢を問う


①、２月２日、および2月臨時議会における「来月（３月）になれば告訴する」との表明が未だに実行されていない事態をどのように認識しているのか。


②、「信頼回復」と口では繰り返してきたが、その中身が全く伴っていないが。発覚後も行政事務のイロハができていない事例が相次いでいるが、事件の全容・原因・背景・責任の所在など検証する「第三者調査委員会」の設置を直ちに着手すべきだが。


③、そもそも本事件を「重大問題」と認識していないのではないか、と疑問視されているが。


④、３月10日付けの「伺い書」では告訴の準備ができていたとみられるが、なぜ「告訴の権利・義務」を行使しなかったのか。何があったのか。


⑤、事件発覚後、上田参事の「会計室にもっていくふりをして、だまされた」との説明は事実を覆い隠していないか。


⑥、町長は、その説明を検証したのか。


⑦、改めて、一日も早く告訴することを強く求める。





２、10月３日付けの「調査」依頼について


①、調査の進捗状況は。


②、町民が払っていない実際の「未納」と町会計に入金されていない金額の識別がついたのか。


③、町民が納入した額が、町金庫に入金されていない税金はKの横領だと特定できたのか。


④、行政事務全般、町政・行政への信頼を根底から揺るがしている認識はあるか。


⑤、県税の被害はどのように扱っているのか。


Ⅱ、今こそ、町民のくらし・子育て応援の充実を


１、第２子以降の保育料軽減、出産祝い金の増額は。


２、外出支援の充実・町民負担の軽減を。


３、あったか暖房費補助の実現を


４、給付型奨学金の創設を


Ⅲ、住宅リフオーム補助制度拡充を


は。１、取り組みの現状と課題は。制度開始以降の実績と経済波及効果の程度、今後の課題は。


２、更なる充実が必要では。補正予算、来年度予算での対応は。


３、町民本意に立った、利用しやすく、手続き上の改善点


４、県制度として創設するよう要望すること


Ⅳ、滞納問題


解決の基本


１、格差と貧困の深刻な広がりに心寄せて


２、町長が先頭に直接、町民の声を聞き、くらしの様子に合わせ、優しく、しかも公平・公正に毅然と対応することが重要では。


Ⅴ、広域ゴミ焼却場の建設候補地問題


１、ゴミ処理広域化に当たって県が発表した「指標」基づき、全ての会議公開と住民合意が大原則ではないか。広域行政組合参加の首長として指導力の発揮を要請する。





第三者調査委員会設置条例案の概要


◆地方自治法に基づき設置。◆定数３名以内で常設型とし、調査内容は事案ごとに定め、同委員会の下に、事案内容に合う「臨時委員等」を置くことができる。◆内容は規則で定める。◆調査委員には弁護士、公認会計士を選任する予定。（議運での説明より）





横領事件解決求める署名


2,560筆（11月26日現在集約）








